
7　
月
か
ら
の

　
　
　

新
規
採
用
職
員　

　

7
月
１
日
付
で
新
規
採
用

職
員
２
名
が
住
民
防
災
課
と
生

涯
学
習
課
に
配
属
さ
れ
ま
し

た
。

　　

町
民
の
皆
さ
ま
の
力
に
な
れ

る
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
っ
て

い
ま
す
。未
熟
で
は
あ
り
ま
す

が
、お
役
に
立
て
る
よ
う
頑
張

り
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　
　
前
職
の
金
融
機
関
で
培
っ
た

経
験
を
生
か
し
、国
見
町
の
発

展
と
町
民
の
皆
さ
ま
の
た
め
、

一
生
懸
命
頑
張
り
ま
す
。 　住民防災課

　　丹
た ん じ

治　勇
は や と

人
　生涯学習課

　　佐
さ く ま

久間　快
あらた

まちの情報ボックス

農業委員会
　8 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　

　傍聴においでください。
　

　◆日　時　8 月 18 日水　午後 1 時 30 分から

　◆場　所　役場 2 階　大会議室

問農業委員会事務局　☎ 585-2890

戸籍窓口延長
　毎週木曜日（祝日などは除く）は住民防災課戸籍

係窓口業務を午後 7 時まで延長しています。

≪交付できる証明書等≫
住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、

戸籍の届出、マイナンバーカードの申請・交付

問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

8 月の各種相談会
『心配ごと相談』

　◆日　時　8 月 12 日木、26 日木　

　　　　　　午前 9 時～正午

　◆場　所　観月台文化センター  第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員

　『障がい者相談』
　◆日　時　8 月 17 日火  午前 10 時～午後 4 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 和室

　◆相談員　NPO 法人「ひびきの会」

※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
　◆日　時　8 月 22 日日  午前 10 時～午後 3 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 研修室

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受

け
る
際
、
医
療
機
関
な
ど
に
保

険
証
と
あ
わ
せ
て
提
示
す
る
こ

と
で
、
窓
口
で
支
払
う
金
額
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り

ま
す
。

問
ほ
け
ん
課
国
保
係

☎
５
8
5
‐
2
7
8
5

後
期
高
齢
者
医
療

　
　

被
保
険
者
証
更
新

　　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
証
は
、
毎
年
8
月
1
日
に
更

新
さ
れ
ま
す
。

　
新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
を
7
月
末
ま
で
に
郵

送
し
ま
す
の
で
、
8
月
1
日
以

降
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際

は
、
必
ず
新
し
い
被
保
険
者
証

を
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。

問
ほ
け
ん
課
国
保
係

☎
５
8
5
‐
2
7
8
5

「
こ
れ
ま
で
の
大
丈
夫
が
、

今
危
な
い
。」
～
水
害
を

テ
ー
マ
に
し
た
動
画
～

　

近
年
、
激
甚
化
す
る
災
害
に

備
え
る
た
め
、
令
和
元
年
東
日

本
台
風
で
被
災
し
た
方
の
体
験

を
基
に
、
福
島
県
で
は
啓
発
動

画
を
作
成
し
ま
し
た
。
是
非
一

度
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
「
そ
な
え
る
マ
イ
避
難
」
で

検
索

問
福
島
県
危
機
管
理
課

☎
5
2
1
‐
8
6
5
1

交
通
事
故
防
止
に
努
め

ま
し
ょ
う

　

夏
の
時
期
は
、
暑
さ
な
ど
に

よ
り
安
全
意
識
や
集
中
力
が
低

下
し
が
ち
に
な
り
、
交
通
事
故

が
多
発
す
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
町
民
一
人
ひ
と
り
が
交
通

ル
ー
ル
・
交
通
マ
ナ
ー
に
対
す

る
意
識
を
高
め
、
交
通
事
故
防

止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

夏
の
交
通
事
故
防
止
県
民
総
ぐ

る
み
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

▼
期
間　

7
月
16
日
金
～
7
月

25
日
日
ま
で
の
10
日
間

▼
ス
ロ
ー
ガ
ン　

ゆ
ず
り
あ
い「
お
先
に
ど
う
ぞ
」

で
事
故
ゼ
ロ
へ

※
子
ど
も
の
事
故
防
止
の
た

め
、
車
が
通
る
所
で
は
、「
一

度
止
ま
っ
て
左
右
の
安
全
確

認
」
を
心
掛
け
る
よ
う
に
、
大

人
が
手
本
と
な
っ
て
実
践
し
ま

し
ょ
う
。

問
住
民
防
災
課
環
境
防
災
係

☎
５
8
5
‐
2
1
1
6

福
島
県
警
察
官
募
集

　　　
令
和
4
年
度
採
用
の
福
島
県

警
察
官
を
次
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。

▼
職
種

①
警
察
官
A
（
大
学
卒
程
度
）

②
警
察
官
B
（
高
校
卒
程
度
）

▼
受
験
資
格

①
昭
和
63
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方
で
、
大
学
を
卒
業

又
は
令
和
4
年
3
月
末
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
方

②
昭
和
63
年
4
月
2
日
か
ら
平

成
16
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方

▼
受
付
期
間　

7
月
26
日
月
か

ら
8
月
20
日
金
ま
で

▼
1
次
試
験　

9
月
19
日
日

問
福
島
北
警
察
署
桑
折
分
庁
舎

☎
５
8
2
‐
2
1
5
1

伊
達
地
方

消
防
組
合
職
員
募
集

　　

令
和
4
年
度
採
用
の
伊
達
地

方
消
防
組
合
職
員
の
採
用
試
験

を
実
施
し
ま
す
。

▼
職
種　
消
防
吏
員

▼
採
用
予
定　

5
名

▼
受
験
資
格

平
成
9
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

16
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
（
性
別
、
学
歴
は
問
い
ま

せ
ん
）

▼
受
付
期
間　

7
月
12
日
月
か

ら
8
月
13
日
金
ま
で

▼
1
次
試
験　

9
月
19
日
日

問
伊
達
地
方
消
防
組
合
消
防
本

部
総
務
課

☎
５
7
5
‐
0
1
8
0

町
水
道
事
業
経
営
審
議

会
委
員
を
公
募
し
ま
す

　

町
で
は
水
道
事
業
の
経
営
及

び
水
道
使
用
料
金
に
関
す
る
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
、

国
見
町
水
道
事
業
経
営
審
議
会

委
員
の
公
募
を
実
施
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員　

3
名
以
内

▼
任
期　

任
命
の
日
よ
り
2
年

間▼
開
催
回
数　

年
2
回
か
ら
3

回
程
度

▼
報
酬　

審
議
会
に
出
席
し
た

場
合
に
日
額
6
5
0
0
円
を

支
給

▼
応
募
資
格　

次
の
①
か
ら
③

の
い
ず
れ
の
要
件
に
も
該
当
す

る
方　
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お
知
ら
せ

し
て
く
だ
さ
い
。

●
心
の
健
康
相
談

　

職
場
や
地
域
社
会
・
家
庭
の

中
で
の
ス
ト
レ
ス
等
に
よ
り
、

心
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
や

そ
の
家
族
が
専
門
の
医
師
に
相

談
で
き
ま
す
。

▼
日
時　

7
月
15
日
木
（
13
時

30
分
～
15
時
30
分
）

※
実
施
日
の
3
日
前
ま
で
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
ア
ル
コ
ー
ル
家
族
教
室

　

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
問
題

を
抱
え
る
家
族
の
方
が
、
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
に
つ
い
て
の
対

応
法
を
学
び
、
同
じ
悩
み
を
持

つ
家
族
と
日
頃
の
悩
み
や
心
配

事
を
話
し
合
い
、
問
題
の
解
決

を
図
り
ま
す
。

▼
日
時　

7
月
29
日
木
（
13
時

30
分
～
15
時
30
分
）

▼
開
催
場
所　

ど
ち
ら
も
県
北

保
健
福
祉
事
務
所

▼
参
加
方
法　

申
し
込
み
及
び

詳
細
に
つ
い
て
は
県
北
保
健
福

祉
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
福
島
県
県
北
保
健
福
祉
事
務

所
障
が
い
者
支
援
チ
ー
ム

☎
5
3
4
‐
4
3
0
0

①
町
水
道
事
業
給
水
区
域
に
在

住
す
る
20
歳
以
上
（
令
和
3
年

7
月
1
日
現
在
）
の
方　

②
町
水
道
事
業
の
経
営
に
関
心

が
あ
る
方　

③
年
2
回
か
ら
3
回
程
度
平
日

に
開
催
さ
れ
る
審
議
会
に
出
席

で
き
る
方

▼
応
募
方
法　

応
募
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
持
参

又
は
郵
送
、
メ
ー
ル
に
よ
り
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
上
下
水

道
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
公
募
期
間　

7
月
12
日
月
か

ら
7
月
23
日
金
午
後
5
時
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
7
月
23
日
金

の
消
印
ま
で

問
上
下
水
道
課
水
道
係

☎
５
8
5
‐
2
9
9
7

令
和
３
年
度
心
の
健
康

相
談
・
ア
ル
コ
ー
ル
家

族
教
室
を
実
施
し
ま
す

　　

福
島
県
県
北
保
健
福
祉
事
務

所
で
は
、
各
種
相
談
や
家
族
教

室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
一
人

で
抱
え
込
ま
ず
に
気
軽
に
相
談

14

「
国
民
健
康
保
険
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
の
更
新　

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保

険
限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
7
月
31
日
ま
で
で
す
。
8

月
1
日
以
降
も
認
定
証
が
必
要

な
場
合
は
、
更
新
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
8
月
中
に
更
新
手
続

き
を
し
な
い
と
、
8
月
1
日
か

ら
適
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
場
所　

ほ
け
ん
課
国
保

係▼
申
請
期
間　

8
月
2
日
月
か

ら
随
時
受
付

▼
持
参
す
る
も
の

・
現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保

険
限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
（
新
規
申

請
の
場
合
は
不
要
）

・
認
定
証
が
必
要
な
方
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
個
人
番
号
が
分
か
る
も
の（
通

知
カ
ー
ド
又
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）

・
印
鑑

※
「
限
度
額
適
用
認
定
証
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」と
は
、

15


